
平成２６年度

定期監査報告書

下諏訪町監査委員



２６監委第１７号

平成２６年１２月１日

下 諏 訪 町 長 青 木 悟 様

下 諏 訪 町 議 会 議 長 中 村 奎 司 様

下諏訪町教育委員会委員長 依 田 秀 人 様

下諏訪町選挙管理委員会委員長 田 中 良 治 様

下 諏 訪 町 農 業 委 員 会 会 長 牛 山 光 春 様

下 諏 訪 財 産 区 議 会 議 長 山 田 一 夫 様

下 諏 訪 町 監 査 委 員

星 野 岳 生

津 金 裕 美

平成２６年度定期監査の結果報告について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第４項及び下諏訪町監査

委員条例（昭和４９年町条例第２１号）第２条の規定に基づき、平成２６年度

定期監査を実施したので、その結果を同条第９項の規定により次のとおり報告

します。



目 次

ページ

１ 定期監査日程 …………………………………………………… １

２ 現地監査日程 …………………………………………………… １

３ 監査の対象及び方法 …………………………………………… ２

４ 監査の結果 ……………………………………………………… ２

５ 監査の所見 ……………………………………………………… ３

６ 平成２５年度定期監査結果（所見）と措置状況 …………… ５



1

曜日 課 等 名 場 所 等

午前 9 時 00 分 から 下諏訪北小学校

午前 10 時 10 分 から さくら保育園

午後 1 時 30 分 から 下諏訪社中学校

午後 2 時 50 分 から ハイム天白

午前 9 時 00 分 から 税 務 課

午後 1 時 15 分 から 総 務 課

午前 9 時 00 分 から 会 計 課

午前 10 時 00 分 から 教育こども課

午前 9 時 00 分 から 消 防 課 消 防 署

午前 10 時 00 分 から 議会事務局 第３委員会室

11 月 4 日 火 午前 9 時 00 分 から 産業振興課 第３委員会室

11 月 10 日 月 午前 9 時 00 分 から 建設水道課 第３委員会室

午前 9 時 00 分 から 住民環境課

午後 1 時 15 分 から 健康福祉課

曜日 課 等 名

10 月 31 日

④福沢川上流雨量計設置事業

⑤町有林整備事業 産業振興課
午後

2時50分から

①普通乗用自動車購入
（災害時本部指揮車等）

②地域防災力強化事業
(救助用工具レスキューセット)

第３委員会室

月 日 監 査 箇 所 等

金

総 務 課

午後
1時30分から

午後
1時40分から

午後
2時00分から

午後
2時30分から

10 月 31 日 金

11 月 11 日 火

10 月 30 日 木

日 月 各 施 設

第３委員会室

10 月 29 日 水 第３委員会室

１ 定期監査日程

現地監査日程表

２ 現地調査日程

③広報無線移設工事
(四ツ角駐車場)

定期監査日程表

月 日 時 間

10 月 27
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３ 監査の対象及び方法

平成２６年度の上半期（４月～９月）における財務に関する事務の執行及

び経営に係る事業の管理状況について、下記の指定資料の提出を求め、諸帳

簿・書類の照合等と併せて関係職員からの説明を受け、質疑応答を交えなが

ら実施した。

また、工事現場等に出向き関係職員から説明を受け現地検証を実施した。

さらに、前年度の監査指摘事項に係る措置状況の報告を受け、再確認をし

た。

○指定資料

① 職員配置・事務分掌

② 書類目録

③ 予算執行状況<歳入・歳出>

④ 工事実施状況

⑤ 公有財産増減状況（土地及び建物）<取得・処分>

⑥ 備品購入・不用決定（所管換）状況

⑦ 業務委託状況

⑧ 主な行事等の状況

⑨ 重点施策の進捗状況

⑩ 主な業務概要・事務事業実績

⑪ 前回監査の状況及び指摘事項の処理状況

⑫ その他  保育園関係  学校関係  水道事業関係

⑷ 下水道事業関係 ⑸賄材料費の業者・月別支払額一覧表

⑭ 各課添付資料

４ 監査の結果

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理状況は、全般を通じ、

その処理状況は適正と認められた。しかし、一部事務処理に検討・改善を要

する事項が認められたので、次に記述する所見を踏まえて、一層適正な事務

の執行に努められたい。なお、軽易な事項については、それぞれ口頭での指

導も併せて行った。
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５ 監査の所見

(1) 予算の執行状況について

平成２６年９月末現在の歳出計算書に関し、各事業別・節別の執行率が

２０％未満で予算残額が１００万円以上のものについて担当係に今後の執

行予定を聴取したところ、修繕料や町民等から申請により給付するものを

除き、概ね年度内に支払予定であるとの回答を得た。

(2) 町税等の徴収事務について

昨今の景気低迷により町税等の納付が困難な状況にある納税者が減少せ

ず、徴収事務担当課にはご苦労をいただいているところである。前年同様、

町税その他、料金等も含めた全課対応での集中滞納整理も行われており、

成果がみられる。

滞納繰越分の収納に関しては、滞納整理が進んだことにより更なる徴収

が難しいとのことであるが、引き続き対応をお願いしたい。

(3) 水道事業、下水道事業、財産区分湯料の未収状況について

水道事業、下水道事業、財産区の温泉分湯料の未収入金は特定の事業者

に集中する傾向があり、同時に町税も滞納している場合がある。使用料等

未収入金の徴収事務については個別的な滞納の状況に応じ、より踏み込ん

だ対応がとられている。引き続き対応をお願いしたい。

(4) 関係団体の会計受託業務について

関係団体の会計及び資金の管理業務に関しては、町職員が代行処理をし

ていることから可能な限り当該団体に業務を移管するよう提言していると

ころである。

定期監査においては必要に応じて部署内の会計・資金管理の牽制の状況

を確かめた。

一部に上席者が通帳と帳簿を査閲した形跡が明確に残されていない部署

があったため、改善を依頼した。

(5) 建設工事等入札状況について

一般競争入札工事等の入札価格が調査基準価格を下回る場合、予定価格

１０００万円以上の工事については低入札価格調査委員会の審査により落

札業者を決定する。

建設資材、工事関連人員の需給逼迫は前期から継続しており、建設工事
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等価格、落札率が上昇しているが、当上期は大規模な工事に低落札率の工

事があったため全体としての落札率が抑えられた結果となった。当上半期

に低入札価格調査委員会で審査された一般競争入札工事は２業者２工事で

あった。

当該工事については所定の手続を経て発注、着工されているが、施工状

況について慎重に見守る必要がある。

(6) 南小学校以外の学校の備品等充実について

南小学校の教育環境は校舎棟の完成引渡、備品等更新により､大幅に改

善されたため､北小学校の教育環境をより充実させるための予算措置が必

要であるか検討されたい。

(7) 文書管理について

文書取扱主任者の管理のもと概ね適正に処理されていた。税外収入簿の

記載方法について、各課の記載方法に手書きのものやパソコンによる打ち

出しなどの書式がみられた。財務規則に従い作成利用されているか検討さ

れたい。

(8) 平成２５年度の事務事業評価について

平成２５年度に実施した事務事業に関する結果報告書が公表されている。

多くの事業の総合評価は妥当性、公平性、効率性、達成度がおおむね妥

当なものとして「現状維持」と評価されている。一方で、目標数値を高め

に設定したことにより達成度の記載が目標未達となり、評価が低く表示さ

れているものが散見される。

目標数値を段階的に高めるなど実効性を持った目標値を設定することが

が望まれる。
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６ 平成２５年度定期監査結果（所見）と措置状況

（監査の所見） （措置状況）

(1) 予算の執行状況について
平成２５年９月末現在の歳出計算書

に関し、各事業別・節別の執行率が１
０％未満で予算残額が１００万円以上
のものについて担当係に今後の予算執
行の予定を聴取したところ、修繕費等
で今後の状況によって不用額となる可
能性があるものもあるが、概ね年度内
に支払予定であるとの回答を得た。

(2) 町税等の徴収事務について
景気動向に変化の兆しが見えている

が、町税等の納付が困難な状況にある
納税者の状況は改善せず、徴収事務担
当課にはご苦労をいただいているとこ
ろである。前年同様、町税の他、料金
等の滞納がある方について税務課を中
心に全課対応での集中滞納整理が行わ
れており、着実な成果がみられる。
また、保育料等の未収金については

児童手当から充当する手続きがなされ
ており、滞納額の減少に一定の成果が
みられる。
滞納繰越分の収納に関しては、収納

が進むことにより更なる徴収が難しく
なるが、引き続き適切な対応をお願い
したい。

(3) 水道事業、下水道事業、財産区温泉
料の未収状況について
水道料金等の利用料は特定の事業者

が重複して滞納している。
滞納料金の精算は、事業廃止時に事

業不動産の売却代金を原資として行わ
れることが多く、不動産の担保余力を
定期的に確認する必要があると思われ
る。

(4) 関係団体会計受託業務について
関係団体の会計及び資金の管理業務

を代行している部署があるため、可能
な限り当該団体に業務を移管するよう
提言している。
関係団体は当町とは別個の会計主体

であるが、町職員が代行処理している
ため、定期監査において資金管理の状
況を確認した。
一部、上席者が査閲した形跡が明確

に残されていない部署があったため、
対応を依頼した。

・今後も事業の進捗状況を把握しながら
適正な時期における予算執行に努めてま
いります。

・今後も、納税者の自主納付に対する意
識を喚起するとともに。収納対策委員会
を中核として関係各課での情報の共有化
を図り滞納額の減少につとめてまりま
す。特に現年分の滞納は放置すれば新た
な滞納に繋がることも予想されますの
で、電話催告、全課挙げての集中滞納整
理を継続していくとともに、過年度分で
未納がある滞納者には、来庁いただき親
身になって相談に応じ、滞納額が減少す
るよう一層の指導をしてまいります。
また、悪質な滞納者には法的手段によ

る差し押さえ等を行い大方の優良納税者
の立場に立った公平な徴収事務を進めて
まいります。

・今後も引き続き、未収金の減少に努め、
定期的に事業者と不動産の担保余力につ
いて確認を行ってまいります。

・町職員が関係団体の事務局を担当して
おり、当該団体が町の施策を推進してき
た経過もあることから、直ちに会計業務
を移管するのは困難ありまが、今後の課
題として、関係団体と協議の場を持ち、
自立に向けた検討を継続してまいりたい
と考えております。
また、会計業務は伝票処理とし、上席

者が必ず査閲するよう、課長会を通じて
各課に趣致徹底いたしました。
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（監査の所見） （措置状況）

(5) 工事入札状況の変化について
予定価格が１,０００万円以上の工

事で入札時に調査基準価格を下回るも
のについては、低入札価格調査委員会
を開催して落札承認がされることにな
っている。当上半期では低入札価格調
査委員会の開催対象となるものはなか
った。

(6) 文書管理について
文書取扱主任者の管理のもと概ね適

正に処理されていた。業務の変化に応
じて新たに文書として登録すべきもの
があること、申請者から提出された文
書に誤りがある場合の対処方法、現地
写真への日付記入漏れ等の細かい指摘
があるので、処理を徹底願いたい。
また、個人情報が含まれる文書管理

についての保管体制の充実、強化に引
き続き留意されたい。

・今後も引き続き、適正な予定価格の積
算に努めてまいります。

・新たな事業等により分類すべき文書が
ある場合、町文書規程により総務課との
合議により決定すること。提出された申
請書等は十分点検を行い、誤りのあるも
のについては必ず訂正等適正な処置を施
すこと。また個人情報が含まれる文書の
保管については、保存年限終了後の確実
な廃棄も含め、適切に行われるよう文書
取扱主任者会議を通じて各課へ周知徹底
いたしました。


